
 

令和８年度浦添市下水道事業ウォーターPPP 発注支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

 

本要領は、令和８年度浦添市下水道事業ウォーターPPP 発注支援業務委託(以下、「本

業務」という。)を委託するにあたって、受注者を選定するために実施する公募型プロポーザ

ルに必要な事項を定めるものである。 

 

１ 業務の目的 

本業務は、令和７年度実施の「令和７年度浦添市下水道事業ウォーターPPP 導入可能

性調査業務」において検討した検討成果を活用し、ウォーターPPP（管理・更新一体マネジ

メント方式（レベル 3.5））の導入に向けて、事業スキームや事業に求める要求水準等を明確

化し、実施方針作成等の支援を行うことを目的とする。 

 

２ 業務の概要 

(１)業務名 

令和８年度浦添市下水道事業ウォーターPPP 発注支援業務委託 

(２)業務内容 

別添仕様書のとおり 

(３)業務期間 

契約締結日の翌日～令和９年６月１５日 

(４)提案上限額 

30,503,000 円(消費税及び地方消費税込) 

・提案上限額は契約金額の上限を示すもので、本市がこの金額で契約締結することを

約束するものではない。 

・なお、提出された提案見積書については、提案上限額を超過した場合は失格とす

る。 

 

４ 所管課 〒901-2114 沖縄県浦添市安波茶一丁目 1 番 3 号 

浦添市上下水道部工務課 

      (担当：下水管理係 池村、下水施設係 山城) 

TEL：098-877-0431、0433 FAX：098-877-0412 

E-mail：gsui@city.urasoe.lg.jp 



 

５ 参加事業者の構成等 

プロポーザルに参加しようとする事業者(以下、「参加事業者」という。)の構成等は次の

とおりとする。 

(１)参加事業者は、単独事業者又は複数事業者で構成される共同企業体とする。 

(２)共同企業体で応募する場合は、構成員の数を２社までとし、協定書を添付すること。 

また、各構成員は各々適切な業務を担当し、代表構成員を定めること。 

(３)共同企業体は、複数の企業により自主的に結成されたものであること。 

(４)共同企業体の代表者は、出資比率が最大であること。 

(５)共同企業体は、様式－３に、代表構成員及び構成員の別並びに各々が携わる業務 

を明らかにすること。 

(６)参加事業者である単独事業者及び共同企業体の構成員は、このプロポーザルにお

いて他の共同企業体の構成員になることができない。 

 

６ 参加事業者の資格要件 

本業務のプロポーザルに参加できる者は、次に掲げるすべての要件を満たさなければ

ならない。また、共同企業体で提案する場合も同様とする。 

なお、参加資格基準日は参加申込書の提出日とするが、参加資格確認日から審査決

定の日までの間に当該要件を欠く事態が生じた場合は失格とする。 

(１)本業務は、特記仕様書3.5の対応等、迅速な対応を求めることが多いため、県内に事

業所を有するものとする。共同企業体の場合は、代表者または構成員のどちらか１社

が該当すれば良い。 

(２)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の第１項規定に該当する者で

ないこと。 

(３)会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別精算開始の申立てがなされ

ている者でないこと。 

(４)破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条による破産の申立て(同法附則第3

条の規定によりなお従前の例によることとされる破産事件に係る同法による廃止前の

破産法(大正11年法律第71号)第132条又は第133条による破産の申立を含む)がなさ

れている者でないこと。 

(５)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て(同

法附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる更生事件に係る同法による

改正前の会社更生法(昭和27年法律第172号)第30条の規定による更生手続開始の

申立てを含む。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再



 

生手続開始の申立てがなされていない者。ただし更生手続開始の決定若しくは再生

計画許可の決定が参加申込期日以前になされている場合はこの限りでない。 

(６)国税、地方税の滞納がないこと。 

(７)プロポーザル参加申込書の受付期間において、本市から浦添市建設工事に係る指

名停止等の措置に関する規程 (平成４年訓令甲第３号)に基づく指名停止を受けてい

る期間中でないこと。 

(８)警察当局から、暴力団員が実質的に支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、

公共工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 

(９)過去10年間(平成２８年４月から参加申請書提出の日まで)に、単独事業者又は共同

企業体として同種または類似業務を受注した実績があること。なお、共同企業体にお

いては代表構成員の実績とする。 

  同種・類似業務の対象となる業務は、以下のとおり。 

①地方公共団体が発注する下水道ウォーターPPPに関する支援業務（要求水準書

の作成を含むものに限る） 

②地方公共団体が発注する下水道事業の官民連携に関する支援業務（要求水準

書の作成を含むものに限る） 

また、TECRISに登録が無い場合は、業務契約書の写し及び業務内容が確認できる仕

様書等を提出すること。 

(10)管理技術者、照査技術者、担当技術者を配置すること。管理技術者と照査技術者の

兼務は認めない。なお、共同企業体においては代表構成員より管理技術者を配置す

ること。 

 

７ 配置技術者の資格要件 

(１)管理技術者 

①過去10年間(平成２８年４月から参加申請書提出の日まで)に、同種または類似業

務の実績があること。(「６ 参加事業者の資格要件」(９)に同じ。) 

②以下のいずれかの資格を有すること。 

技術士資格（総合技術監理部門（上下水道-下水道）） 

技術士資格（上下水道部門-下水道または上水道及び工業用水道） 

(２)照査技術者 

①過去10年間(平成２８年４月から参加申請書提出の日まで)に、同種または類似業

務の実績があること。(「６ 参加事業者の資格要件」（９）に同じ。) 

②以下のいずれかの資格を有すること。 



 

技術士資格（総合技術監理部門（上下水道-下水道）） 

技術士資格（上下水道部門-下水道または上水道及び工業用水道） 

(３)担当技術者 

  特に要件は設けないが、以下の資格所有者を含む場合は加点対象とする。 

①公認会計士等、公営企業に精通した資格 

※管理技術者及び照査技術者が、この資格を所持している場合にも加点対象とする

が、複数名いる場合も加点は１名分（２点）を上限とする。 

 

８ 選考に係る日程 

日程は、以下のとおりとする。但し、都合により変更する場合がある。 

本プロポーザルは、ヒアリング後に一括で審査を実施し、契約企業を選定するものと 

する。 

公募開始(プロポーザルの広告) 令和８年５月１１日(月)市 HP 掲載 

参加申請書の提出期限 令和８年５月２０日(水)16:00 必着 

提案書等提出期限 令和８年６月１日(月) 16:00 必着 

提案書等に関する質問の受付期間 令和８年５月１１日(月)～ 

令和８年５月２５日(月) 16:00 まで 

質問への回答期限 令和８年５月２７日(水) 

ヒアリング 令和８年６月９日(火)予定 

選定・非選定通知 令和８年６月１１日(木) 

契約協議 選定通知から２週間程度 

契約締結 令和８年６月末～７月上旬 

 

９ 手続き等 

(１)公募期間 

令和８年５月１１日(月)～令和８年５月２０日(水) 

(２)公募資料 

浦添市ホームページよりダウンロードすること。  

(３)提出方法 

持参または郵送により提出。なお、郵送においては提出期間内必着とする。 

(４)提出資料 

資料は、原則Ａ４版片面印刷、文字サイズは 10 ポイント以上とし、各様式１枚で記載

する。 



 

但し、企画提案書（任意）は A３版（横）片面印刷で４枚以内、会社概要、共同企業体

協定書及び見積書の様式及び枚数は任意とする。 ※各様式の記入要領も熟読するこ

と。 

 単独事業者 共同企業体 

5/20 

迄 

参加申請書(様式－１) 〇 〇 

共同企業体協定書(任意) 

・出資比率を記載すること 

－ 〇 

会社概要(任意) 

※市の競争入札参加資格に登録のある者はその写しのみで

良い 

※登録のない者は様式-１の記入要領にある書類を添付する

こと 

〇※ 〇※ 

5/25 

迄 
質問票 質問の場合 質問の場合 

6/1 

迄 

企業の実績(様式－２) 

・実績についてTECRISに登録が無い場合、 

業務契約書の写し及び仕様書等を添付 

〇 〇 

業務実施及び技術者配置体制(様式－３) 

・共同企業体の場合、管理技術者は代表者より配置 

・担当技術者は、最大５名までを記載 

・一部再委託及び学識経験者等の技術協力を受け実施する

場合は、協力先とその理由を記載する(業務の主たる部分の

再委託は認められない) 

〇 〇 

配置予定技術者の経歴(様式－４) 

・資格証の写しを添付 

・実績についてTECRISに登録が無い場合業務契約書の

写し及び仕様書等を添付 

〇 〇 

提案書 (様式－５) 提出資料の鑑 〇 〇 

業務実施方針・フロー・工程計画(様式－６) 〇 〇 

企画提案書(任意) 〇 〇 

見積書(任意) 〇 〇 



 

・仕様書(案)による業務内容を基に適正に積算し、項目ごと

の内訳を示し、合計金額として消費税及び地方消費税額を

含めた額の記載を行うこと 

参加辞退届出書（様式－７） 辞退の場合 辞退の場合 

 

(５)提出部数 

参加申請書：１部 

提案書等：１部 但し、様式－６及び企画提案書は８部（部単位でクリップ止め） 

(６)提出期間 

参加申請書：令和８年５月１１日(月)～令和８年５月２０日(水) 16 時必着 

提案書等：令和８年５月１１日(月)～令和８年６月１日(月) 16 時必着 

(７)受付時間 

土曜日、日曜日、祝祭日を除く、９時から１６時(正午から１３時は除く) 

(８)提出先 

  「４ 所管課」へ提出する。 

(９)提出書類における留意点 

①提出された書類は返却しない。 

②提出書類の差し替え、追加及び再提出は原則認めない。 

③提出書類等の記載すべき事項の全部または一部が記載されていないものは、無

効とする。 

④略語や専門用語には注釈をつける等、わかりやすい文章にすること。 

⑤提案書等の内容は、提案者が必ず履行できる内容とすること。 

⑥仕様書にない追加提案事項等がある場合は、追加提案であることがわかるように

記載するとともに当該事項に係る経費は、提案見積書に含めるものとする。 

⑦提案見積書作成において、委員報償費は市規定により 7,500 円×９人・回＝

67,500 円となるため、この額を計上すること。 

 

10 提案書等に関する質問の受付及び回答 

(１)受付期間 

令和８年５月１１日(月)～令和８年５月２５日(月) 16 時まで 

(２)提出場所及び提出方法 

質問票の様式に質問内容を簡潔にまとめ、「４ 所管課」のメールアドレスに送信するこ

と。指定様式による質問以外は受け付けない。また、メールの受信確認を行なうこと（メ



 

ールの開封確認設定もしくは、電話により必ず確認すること）。 

(３)回答方法 

質問に対する回答は、質問回答書として取り纏め、令和８年５月２７日(水)１７時までに

浦添市ホームページへ掲載する。なお、質問者の名称については非公表とする。 

 

11 プロポーザルの辞退 

本プロポーザルを辞退する場合は、令和８年６月１日(月) １6時までに、「４ 所管課」

へ参加辞退届出書（様式－７）を持参または郵送(期限内必着)により提出すること。期

限以降の辞退は原則認めない。 

 

12 ヒアリングの実施 

(１)実施予定日 

令和８年６月９日(火)を予定しており、時間については別途通知する。 

台風等やむをえない事由により閉庁となる場合には、速やかに参加者へ連絡し、改め

て日程を通知する。 

(２)実施予定場所 

浦添市上下水道部３階会議室 

(３)実施内容 

①出席者は４名以内、予定の管理技術者と担当技術者は必ず出席し、提案書の説

明は予定の管理技術者若しくは担当技術者が行うこと。 

②実施時間は、50 分以内(入退室５分、説明 30 分、質疑応答 15 分以内)とする。 

③説明は、原則として提案書によるものとし、新たに作成した資料等での説明は認め

ない。 

④質疑に対する応答は実施時間内で行い、持ち帰りは認めない。 

⑤パソコン(HDMI 端子有り若しくは変換アダプタが必要)及びその他の OA 機器及

び資料については、提案者で準備設置すること(投影用モニター、HDMI ケーブル

は浦添市で準備する)。なお、審査員用の提案書については、事前提出された資

料を使用するため改めて持ち込む必要はない。 

 

13 選定の方法 

選定は、以下の項目について総合的に審査し、評価する。配点は、提出資料の内容

を３段階で評価し、ヒアリングについては５段階で評価する。 

 



 

 

※企画提案書において、今回、特定テーマは設けないが、主に特記仕様書 3.2、3.3 及

び 3.4 の業務内容の検討や手順及び留意点等についての提案を求める。 

また、3.3（1）のスケジュールを示すこと。但し、2 段落目にある調査及び諸手続きにつ

いては省いてよい。 

 

14 審査結果の通知 

審査結果について、令和８年６月１１日(木)付文書にて通知する。ただし、審査結果

についての異議申し立ては受け付けない。また、総得点が同点となった場合は、ヒアリン

グ項目の合計点が高い提案者を上位とする。これも同点の場合は、提案見積書の金額

が低い提案者を上位とする。 



 

15 失格事項 

本プロポーザルの提案者又は提出された提案書等が、次のいずれかに該当する場

合は、その提案を失格とする。 

(１)プロポーザル手続において提出すべき書類について、この要領に示した提出方法、

提出先及び提出期限を正当な理由なく遵守しないとき。 

(２)「９ 手続き等」に定める期限後に提案書及び提案見積書の差し替え、追加及び再提

出を行ったとき。 

(３)プロポーザル手続において提出された書類に虚偽の内容を記載したとき。 

(４)「６ 参加事業者の資格要件」または「７ 配置技術者の資格要件」に掲げる要件を満

たさなくなったとき。 

(５)本提案依頼に対して公正な競争を妨げる行為をしたとき。 

(６)指定した審査会場、日時に出席しなかったとき。 

(７)提案見積書の金額が「２ 業務の概要（４）提案上限額」に定める額を超過したとき。 

(８)その他、著しく信義に反する行為等、失格が妥当であると判断される事項があったと

き。 

 

16 その他留意事項 

(１)参加者は参加申請書の提出をもって、この要領及び仕様書の記載内容を承諾したも

のとみなす。 

(２)提案書等の内容に関する責任は、参加者が負うものとする。 

(３)プロポーザル手続きへの参加に要する作成や旅費等の経費は参加者の負担とする。 

(４)市は、提出された資料を審査の目的に使用する場合、必要に応じて写しを作成するこ

とができる。 

(５)参考資料の貸与 

ア貸与資格者 

企画提案者として選定された者 

イ貸与資料 

ウォーターPPP導入可能性調査業務の報告資料(一部抜粋) 

ウ貸与方法 

選定通知兼提案依頼書（様式第7号）の送付後、電子メール等にて送付する。 

エ貸与資料の取り扱い 

本市が貸与する資料は、応募に係る検討以外の目的で使用してはならない。また、

この検討範囲内であっても、市の了承を得ることなく第三者に対してこれを使用させ、



 

又は内容を提示してはならない。 

(６) 提案者が１者であっても、企画提案の評価を実施し受注候補者を選定する。ただし、

審査項目に基づく各審査委員の評点の平均が６０点に満たない場合は、選定の対象

としない。 

(７)仕様書の内容は、企業選定後に市と受注候補者との協議により決定する。 

(８)本業務の実施にあたる管理技術者は、提出書類に記載された者とし、原則変更する

ことはできない。配置できない場合は、契約の締結を行わない。この場合は、次点者と

本業務の契約の交渉を行うこととする。 

(９)本業務の実施にあたる照査技術者及び担当技術者は、提出書類に記載された者と

する。ただし、やむを得ず変更する場合は、提出書類に記載された予定者と同等以上

の者とする。 

(10)受注候補者は、市との協議が整い次第、速やかに委託契約（随意契約）の手続きを

行うものとする。 

(11) 審査後、選定業者名をホームページへ掲載するが、評点については公表しない。 

(12) 本要領に定めのない事項については、協議の上決定する。 


